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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重なり合う複数方向の配置に整列されたプレキシフィラメント状フィルム－フィブリル
網目を含むシートの製造方法であって、
　紡糸セルからポリマーと紡糸剤とを含む紡糸流体をフラッシュ紡糸することにより、前
記プレキシフィラメント状フィルム－フィブリル網目を形成するステップを含み、
　前記紡糸剤はジクロロメタンおよび２，３－ジヒドロデカフルオロペンタンからなり、
　前記シートは、紡糸セルから製造された状態で、０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５
０ｇｓｍの標準化されたフラジール通気度、９～２０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積、および１
５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化された水頭を有する、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法により製造されたシートを熱により固化するステップを含む、シ
ートの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホームラップ、防護衣、および、シートまたは布が良いバリア性および低い
通気度の両方を示さなければならないその他の最終用途に適したフラッシュ紡糸プレキシ
フィラメント状シートまたは布に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ハウスラップは、家または他の建物の外面をその建設中に、より詳しくは、堰板の取付
け後および側壁／外装材の設置前に包むために使用される。
【０００３】
　ハウスラップは一般的に、外からの水または湿気に対する防湿層を提供し、さらに住宅
の内部からの水蒸気透過を可能にするバリア層を含む。このようにして、建造物内への液
体の水および空気（例えば、雨および風）の通過が制限され、それによって断熱材および
構造部材に対する水による損傷を防ぎ、壁内の空気の移動を最小にする。同時に、建造物
の内部から壁に入る水蒸気は、壁内で凝縮して場合によっては断熱材および構造部材に損
傷を与えることがないように出ることができる。典型的なハウスラップバリア材には、Ｅ
．Ｉ．Ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉｎ
ｇｔｏｎ，ＤＥによって商品名「ＤｕＰｏｎｔ（商標）Ｔｙｖｅｋ（登録商標）Ｈｏｍｅ
Ｗｒａｐ（登録商標）として販売されているスパンボンデッド高密度ポリエチレン繊維、
Ｅ．Ｉ．Ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉ
ｎｇｔｏｎ，ＤＥによって商品名「ＤｕＰｏｎｔ（商標）Ｔｙｖｅｋ（登録商標）Ｃｏｍ
ｍｅｒｃｉａｌＷｒａｐ（登録商標）」として販売されている不織布バリア材、Ｒａｖｅ
ｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｓｉｏｕｘ　Ｆａｌｌｓ，ＳＤによって商品名「
Ｒｕｆｃｏ－ｗｒａｐ」として販売されている高密度、直交積層の微細有孔ポリエチレン
シート材料、およびＡｍｏｃｏ　Ｆｏａｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ａｔｌ
ａｎｔａ，ＧＡ、およびＦａｂｒｅｎｅ　Ｉｎｃ．，Ｍｉｓｓｉｓｓａｕｇａ，Ｏｎｔａ
ｒｉｏ，Ｃａｎａｄａによってそれぞれ商品名「Ａｍｏｗｒａｐ　Ｈｏｕｓｅｗｒａｐ」
および「Ａｉｒ－Ｇａｒｄ（登録商標）Ｈｏｕｓｅｗｒａｐ」として販売されている交差
織り微細有孔ポリオレフィンシート材料が含まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ハウスラップは、低いフラジール通気度、ならびにさらに、高い水頭を必要とする。し
たがって、新たに実施される産業全体にわたるエネルギーおよび建築基準を満たしながら
エネルギー効率と建物内の空気侵入および湿気発生に対する保護を改善する保護ラップを
提供する必要がある。また、既存の骨組構造または開口に対する新たに実施されるコード
要件を満たすかまたは超えるおよび／または建物の壁断面を増やさない保護ラップを使用
する必要もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）の
標準化されたフラジール通気度、および１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化された
水頭を有するシートに関する。
【０００６】
　本発明のさらなる実施形態が少なくとも９ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有する。
【０００７】
　さらに別の実施形態において、シートが０．０９ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍ以下の標準
化されたフラジール通気度を有する。また、シートが０．００７５ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇ
ｓｍ以上の標準化されたフラジール通気度を有してもよい。
【０００８】
　さらに別の実施形態において、シートが１６５～２０８ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化され
た水頭を有する。
【０００９】
　さらに別の実施形態において、シートが９～２５ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積、またはさら
に９～２０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有する。
【００１０】
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　また、シートが３０グラム／平方メートル以上の基本重量を有してもよい。
【００１１】
　本発明はさらに、少なくとも１つのシートが０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇ
ｓｍの標準化されたフラジール通気度、
Ｉ．１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化された水頭、および
ＩＩ．３０ｇｓｍ以上の基本重量
を有するプレキシフィラメント状構造物を含むシートである２つ以上の複数のシートを含
む複数層構造物に関する。
【００１２】
　本発明の複数層構造物のさらなる実施形態が少なくとも９ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有
する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】フラッシュ紡糸プレキシフィラメント状シートを製造するための方法を示す紡糸
セルの、縮尺通りではない略断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本出願人らは、本開示における全ての引用された文献の全内容を具体的に組み込む。さ
らに、量、濃度、または他の値またはパラメーターが範囲、好ましい範囲、または高い側
の好ましい値および低い側の好ましい値のリストのいずれかとして与えられるとき、これ
は、範囲が別々に開示されているかどうかに関係なく、任意の範囲上限または好ましい値
と任意の範囲下限または好ましい値との任意の対から形成されたすべての範囲を具体的に
開示するものとして理解されなければならない。数値の範囲が本明細書に記載される場合
、別記しない限り、範囲は、それらの端点、および範囲内のすべての整数および分数を含
めるものとする。範囲を規定する時に記載された特定の値に本発明の範囲を限定すること
を意図しない。
【００１５】
　本明細書中で用いられるとき、用語「ポリマー」は一般に、限定されないが、ホモポリ
マー、コポリマー（例えば、ブロック、グラフト、ランダムおよび交互共重合体など）、
ターポリマー等、ならびにそれらのブレンドおよび変性物を包含する。さらに、別に具体
的に限定されなければ、用語「ポリマー」は、材料の全てのあり得る幾何学配置を包含す
るものとする。これらの配置には、限定されないが、アイソタクチック、シンジオタクチ
ック、およびランダムシンメトリーなどが含まれる。
【００１６】
　本明細書中で用いられるとき、用語「ポリエチレン」は、エチレンのホモポリマーだけ
でなく、例えばエチレンとアルファ－オレフィンとのコポリマーなどの反復単位の少なく
とも８５％がエチレン単位であるコポリマーを包含することを意図する。
【００１７】
　本明細書中で用いられるとき、用語「不織布」、「不織布シート」または「不織布ウェ
ブ」は、メリヤス生地に見られるように、識別できるパターンのない平面材料を形成する
ように不規則な方法で配置される単一繊維または糸の構造物を意味する。
【００１８】
　本明細書中で用いられるとき、「縦方向」はシートの平面内の長さ方向であり、すなわ
ち、シートが製造される方向である。「横方向」は、縦方向に垂直であるシートの平面内
の方向である。
【００１９】
　本明細書中で用いられるとき、用語「プレキシフィラメント状」は、不規則な長さおよ
び約２５マイクロメートル未満のメジアンフィブリル幅の複数の薄い、リボン状の、フィ
ルムフィブリル要素の三次元一体網目構造を意味する。プレキシフィラメント状構造物に
おいて、フィルムフィブリル要素は一般的に、構造物の軸線と同延に整列され、構造物の



(4) JP 6879742 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

長さ、幅および厚さの全体にわたって様々な場所において不規則な間隔で不連続に結合お
よび分離して連続した三次元網目構造を形成する。
【００２０】
　用語「紡糸流体」は、本明細書において説明された紡糸装置を使用して紡糸される全組
成物を指す。紡糸流体はポリマーと紡糸剤とを含有する。
【００２１】
　用語「紡糸剤」は、最初にポリマーを溶解して紡糸流体を形成するために使用される加
工媒体または媒体の混合物を指す。
【００２２】
　本明細書において「本質的に～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ
ｌｙ　ｏｆ）」とは、請求の範囲に記載されている品目が優位な構成要素を含有するが、
請求の範囲に記載されている品目の機能性能を改善または改良するために加えられる他の
品目を含有してもよいことを意味する。例えば本質的にポリエチレンからなる品目はまた
、充填剤、酸化防止剤、およびその性能または機能を改良するその他の添加剤を含有して
もよい。
【００２３】
試験方法
　説明、実施例、および請求の範囲において、以下の試験方法を使用して様々な報告され
た特性および性質を確認した。ＡＳＴＭはアメリカ試験材料協会（ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）を指し
、ＴＡＰＰＩは紙・パルプ技術協会（ｔｈｅ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｕｌｐ　ａｎｄ　Ｐａｐｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）を指す。
【００２４】
　プレキシフィラメント状フィルム－フィブリルウェブ製品のＢＥＴ表面積は、フラッシ
ュ紡糸製品のフィブリル化の程度および細かさの別の尺度である。表面積は、Ｓ．Ｂｒｕ
ｎａｕｅｒ、Ｐ．Ｈ．Ｅｍｍｅｔｔ　ａｎｄ　Ｅ．Ｔｅｌｌｅｒ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
Ｓｏｃ．，Ｖ．６０　ｐ３０９－３１９（１９３８）のＢＥＴ窒素吸収法によって測定さ
れ、ｍ2／ｇとして記録される。ＢＥＴ表面積はカンタクローム（Ｑｕａｎｔａｃｈｒｏ
ｍｅ）モデルＮＯＶＡ　３０００ｅを使用して測定される。
【００２５】
　基本重量はＡＳＴＭ　Ｄ－３７７６（その内容を参照によって本願明細書に組み入れる
）によって測定され、ｇ／ｍ2またはｇｓｍ単位で記録される。以下の実施例について記
録された基本重量はそれぞれ、試料に対して実施した少なくとも１２回の測定の平均に基
づいている。
【００２６】
　ガーレー・ヒル（または単に「ガーレー」）多孔度は、気体材料に対するシート材料の
透過性の尺度である。特に、それは、特定の圧力勾配が存在する材料の領域を大量のガス
が通過するのにどれぐらいの時間がかかるかということの尺度である。ガーレー・ヒル多
孔度は、ローレンツェン・アンド・ウェットレ・モデル１２１Ｄデンソメーター（Ｌｏｒ
ｅｎｔｚｅｎ＆Ｗｅｔｔｒｅ　Ｍｏｄｅｌ　１２１Ｄ　Ｄｅｎｓｏｍｅｔｅｒ）を使用し
てＴＡＰＰＩ　Ｔ－４６０　ＯＭ－８８に従って測定される。この試験は、水の約１．２
１ｋＰａ（４．９インチ）の圧力下で（１平方インチの面積を有する）直径２８．７ｍｍ
の試料を１００立方センチメートルの空気が押し通されるのに必要とされる時間を測定す
る。結果は、ガーレー秒としばしば称される秒単位で表わされる。
【００２７】
　フラジール通気度は多孔性材料の通気度の尺度であり、ｆｔ3／ｍｉｎ／ｆｔ2の単位で
記録される。フラジール通気度はＡＳＴＭ　Ｄ７３７－０４に従って測定される。それは
、０．５インチ水柱（１２４．５Ｐａに等しい）の差圧で材料を通る気流の体積を測定す
る。オリフィスが真空装置に設けられ、試料を通る空気流を測定可能な量に制限する。オ
リフィスのサイズは、材料の多孔度に依存する。フラジール多孔度とも称される、フラジ
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ール通気度は、ｆｔ3／（ｆｔ2　ｍｉｎ）単位の較正オリフィス単位でＳｈｅｒｍａｎ　
Ｗ．Ｆｒａｚｉｅｒ　Ｃｏ．デュアル・マノメーターを使用して測定され、それはここで
記録するためにｍ3／（ｍ2　ｍｉｎ）に変換された。フラジール通気度は、５０グラム／
平方メートル（ｇｓｍ）の基本重量に標準化されたものとしてここに記載される。ガーレ
ー空隙率だけが試料に対して測定された場合、フラジール通気度は、以下の式に従って計
算された。
　フラジール（ｍ3／ｍ2　ｍｉｎ）×ガーレー空隙率（秒）＝０．９４５
【００２８】
　異なった基本重量のシートのフラジール通気度の比較を容易にするためにフラジール通
気度を５０グラム／平方メートルの基本重量を有するシートに標準化するのが便利である
。５０グラム／平方メートルの基本重量に対する標準化されたフラジール通気度は、以下
の関係式で決められる。
【数１】

【００２９】
　静水頭（または水頭）は、静荷重下で液体の水による浸透に対するシートの耐性の尺度
である。７インチ×７インチ（１７．７８ｃｍ×１７．７８ｃｍ）の試料をＳＤＬ　１８
　Ｓｈｉｒｌｅｙ　静水頭試験機（Ｓｈｉｒｌｅｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍ
ｉｔｅｄ，Ｓｔｏｃｋｐｏｒｔ，Ｅｎｇｌａｎｄによって製造された）に載せる。試料の
３つの領域が水によって浸透されるまで、６０＋／－３ｃｍ／ｍｉｎの速度で約０．２８
ｍｍの直径のワイヤーを有する３０メッシュのスクリムによって支持される試料の１０２
．６ｃｍ形材の一つの面に向って水をポンプで送る。静水圧がインチ単位で測定され、Ｓ
Ｉ単位に変換され、静水頭のセンチメートルで示される。試験は一般的にＡＳＴＭ　Ｄ５
８３（１９７６年１１月刊行物による）に従う。
【００３０】
　水頭は、以下の式に従って５０グラム／平方メートルの基本重量に標準化されたものと
してここに記載される。

【数２】

【００３１】
本発明の実施形態
　本発明は、０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍの標準化されたフラジール通
気度、および５０グラム／平方メートルの基本重量に対して１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇ
ｓｍの標準化された水頭を有する、プレキシフィラメント状構造物を含むシートを目的と
している。術語「＠５０ｇｓｍ」は、任意の基本重量の測定が５０ｇｓｍに標準化される
、上に示された標準化手順を指す。
【００３２】
　さらなる実施形態においてシートが本質的にポリエチレンからなる。
【００３３】
　さらに別の実施形態においてシートのＢＥＴ表面積が少なくとも９ｍ2／ｇである。
【００３４】
　さらなる実施形態において、シートが０．０９ｍ3／（ｍ2分）＠５０ｇｓｍ以下の標準
化されたフラジール通気度を有する。また、シートが０．００７５ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇ
ｓｍ以上の標準化されたフラジール通気度を有してもよい。
【００３５】
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　さらに別の実施形態において、シートが１６５～２０８ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化され
た水頭を有する。
【００３６】
　さらに別の実施形態において、シートが９～２５ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積、またはさら
に９～２０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有する。
【００３７】
　また、シートが３０グラム／平方メートル以上の基本重量を有してもよい。
【００３８】
　さらなる実施形態において、本明細書において説明された実施形態のいずれかのフラッ
シュ紡糸プレキシフィラメント状繊維ストランドをシート構造物に固化してもよい。次に
このシート構造物を任意選択により熱によりまたは機械的に接着してもよい。
【００３９】
　本発明はさらに、少なくとも１つのシートが、
Ｉ．０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍの標準化されたフラジール通気度、
ＩＩ．１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化された水頭、および
ＩＩＩ．３０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）以上の基本重量
を有するプレキシフィラメント状構造物を含むポリエチレンシートである２つ以上の複数
のシートを含む複数層構造物を目的としている。
【００４０】
　本発明の複数層構造物のさらなる実施形態は、少なくとも９ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を
有するプレキシフィラメント状シートを含む。
【００４１】
　フラッシュ紡糸プレキシフィラメント状シート、具体的にはＴｙｖｅｋ（登録商標）ス
パンボンデッドオレフィンシート材料を製造するための方法は、Ｂｌａｄｅｓらに対する
米国特許第３，０８１，５１９号明細書（ＤｕＰｏｎｔに付与）において最初に記載され
た。米国特許第３，０８１，５１９号明細書には、液体紡糸剤の標準沸点を超える温度に
おいて、そして自生圧以上において、液体紡糸剤の標準沸点未満でポリマーに対して溶媒
ではない液体紡糸剤中のポリマーの溶液をより低い温度および実質的により低い圧力の領
域に紡糸してプレキシフィラメント状フィルム－フィブリルストランドを生成する方法が
記載されている。Ａｎｄｅｒｓｏｎらに対する米国特許第３，２２７，７９４号明細書（
ＤｕＰｏｎｔに付与）に開示されるように、プレキシフィラメント状フィルム－フィブリ
ルストランドは、フラッシュ紡糸の直前にポリマーと紡糸剤溶液の圧力が減圧チャンバ（
ｌｅｔｄｏｗｎ　ｃｈａｍｂｅｒ）内でわずかに低下される時にＢｌａｄｅｓらにおいて
開示された方法を使用して最も良好に得られる。
【００４２】
　本発明の説明のために選択される一般的なフラッシュ紡糸装置は、Ｂｒｅｔｈａｕｅｒ
らに対する米国特許第３，８６０，３６９号明細書（参照によって本願明細書に組み込ま
れる）に開示されるフラッシュ紡糸装置に似ている。可紡性ポリマーをフラッシュ紡糸す
るための装置および方法は、米国特許第３，８６０，３６９号明細書に完全に記載されて
おり、図１に示される。フラッシュ紡糸方法は通常、紡糸剤除去孔１１と、方法において
製造される不織布シート材料を取り出す開口１２とを有する、紡糸セルと称される場合も
あるチャンバ１０内で行なわれる。ポリマーと紡糸剤との混合物を含む紡糸流体が加圧供
給導管１３を通して紡糸オリフィス１４に提供される。紡糸流体が供給導管１３からチャ
ンバ１６へとチャンバ開口１５を通って通過する。特定の紡糸用途において、チャンバ１
６が圧力減圧チャンバとして機能する場合があり、そこで圧力の低下は、Ａｎｄｅｒｓｏ
ｎらに対する米国特許第３，２２７，７９４号明細書に開示されるように、紡糸流体の相
分離を引き起こす。チャンバ１６内の圧力をモニタするために圧力センサー２２が提供さ
れてもよい。
【００４３】
　チャンバ１６内の紡糸流体は次に、紡糸オリフィス１４を通過する。加圧されたポリマ
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ーと紡糸剤がチャンバ１６から紡糸オリフィスへと通過することによってオリフィスの入
口付近に伸長流が生成され、それがポリマーを整列するのを助けると考えられる。ポリマ
ーと紡糸剤がオリフィスから流れ出るとき、紡糸剤がガスとして急速に膨張し、フィブリ
ル化プレキシフィラメント状フィルム－フィブリルを後に残す。ガスが孔１１を通ってチ
ャンバ１０を出る。好ましくは、ガス状紡糸剤は紡糸流体に再利用するために濃縮される
。
【００４４】
　紡糸オリフィス１４から放出されるポリマーストランド２０は慣例的に、回転デフレク
ターバッフル２６に向かって誘導される。回転バッフル２６は、バッフルが左と右に交互
に誘導するより平面的な構造物２４にストランド２０を広げる。広げられた繊維ストラン
ドがバッフルから下降するとき、繊維ストランドは静電帯電され、繊維ストランド２４が
移動ベルト３２に達するまで繊維ストランドを広げられた開放配置に保持する。繊維スト
ランド２４がベルト３２上に堆積してシート３４を形成する。ベルトを接地して、ベルト
上の帯電繊維ストランド２４の適切な固定を確実にするのを助ける。繊維シート３４をロ
ーラー３１下に送ってもよく、それにより、重なり合う複数方向の配置に整列されたプレ
キシフィラメント状フィルム－フィブリル網目で形成された軽く固化されたシート３５に
シートを圧縮する。シート３５は、出口１２を通って紡糸チャンバ１０を出てからシート
回収ロール２９上に回収される。
【００４５】
　「熱により固化された」または「熱により接着された」シートは、本発明のウェブの熱
固化によって製造されたシートである。熱接着法のいくつかの例は、ガス接着、スチーム
による交絡（ｓｔｅａｍ　ｅｎｔａｎｇｌｅｍｅｎｔ）、超音波接着、伸長接着、高温カ
レンダリング、高温ロールエンボス加工、高温表面接着によるものである。
【００４６】
　硬い接着表面を得るためにＤａｖｉｄに対する米国特許第３，５３２，５８９号明細書
に記載された方法によって熱表面接着を行なうことができる。この方法においてプレキシ
フィラメント状シートはその後、加熱されたドラム－冷却ドラム－加熱ドラム－冷却ドラ
ムの上を通過して、材料の両面を熱により接着する。加熱ドラムは、シートの接着を含む
プレキシフィラメント状構造物の部分的な溶融をもたらす温度に維持される。冷却ドラム
は、抑えられない時にシートが収縮したり変形したりしない値にまで温度を低下させるこ
とを目的とする。接着プロセスの間にシートが可撓性ベルトによってわずかに圧縮され、
制御された収縮がある。
【００４７】
　あるいは、プレキシフィラメント状シートをエンボスロールおよびゴム被覆バックアッ
プロールによって接着してシートの１つまたは２つの面を接着してもよい。エンボスロー
ルは平滑であるかまたは、例えば、以下の文献に示されるパターン、すなわち点パターン
（米国特許第３，４７８，１４１号明細書、米国特許第６，６１０，３９０号明細書、米
国特許出願公開第２００４／２４１３９９Ａ１号明細書）、リブパターン（米国特許出願
公開第２００３／００３２３５５Ａ１号明細書）、ランダムパターン（米国特許第７，７
４４，９８９号明細書）または異なったパターン（米国特許第５，９６４，７４２号明細
書）に限定されない異なったパターンを備えることができる。シートは、エンボスロール
ならびにゴム被覆バックアップロールの１つまたは複数部を通過してもよい。さらに、エ
ンボスロールおよびバックアップロール対の前と後にシートが米国特許第５，９７２，１
４７号明細書に記載されるように予熱ロールまたは冷却ロールと接触してもよい。最後に
、接着プロセス、例えば、Ｄｅｍｐｓｅｙによる米国特許第３，４２７，３７６号明細書
に記載されたボタンブレーキング装置によって材料を軟化させてもよい。
【実施例】
【００４８】
　米国特許第３，８６０，３６９号明細書および上に記載された方法に従って紡糸流体を
調製し、フラッシュ紡糸して、固化されたシートに形成した。実施例に報告されたポリマ
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ー濃度は、紡糸流体の全重量に基づいてポリマーの重量パーセントとして計算され、そこ
で紡糸流体の全重量はポリマーと紡糸剤との重量を含める。
【００４９】
　別記しない限り、本実施例において作製されたプレキシフィラメント状ウェブおよびシ
ートは、８１重量パーセントのジクロロメタンおよび１９重量パーセントの２，３－ジヒ
ドロデカフルオロペンタンからなる紡糸剤を使用してフラッシュ紡糸された。比較例は、
ｎ－ペンタンを含む紡糸剤を使用して製造された。本発明のシートは、少なくとも１５ｃ
ｍ3の上流圧減圧チャンバおよび７５バールのゲージ最小値の吐出圧から行なわれるフラ
ッシュ紡糸法により得られ、３００～４００デニールの繊維をもたらした。
【００５０】
　実施例の全てにおいて使用されたポリマーは、（１９０℃および５ｋｇの負荷において
ＥＮ　ＩＳＯ１１３３に従って測定されたとき）２．３５ｇ／１０ｍｉｎ、および（１９
０℃および２１．６ｋｇの負荷においてＥＮ　ＩＳＯ１１３３に従って測定されたとき）
２４．５ｇ／１０ｍｉｎのメルトインデックス、（ＥＮ　ＩＳＯ１１８３に従って測定さ
れたとき）０．９６ｇ／ｃｍ3の密度を有する高密度ポリエチレンであった。比較例にお
いて使用されるポリマーは、（１９０℃および２．１６ｋｇの負荷においてＡＳＴＭ　Ｄ
１２３８に従って測定されたとき）０．９６ｇ／１０ｍｉｎおよび（１９０℃および２１
．６ｋｇの負荷においてＡＳＴＭ　Ｄ１２３８に従って測定されたとき）３４．４ｇ／１
０ｍｉｎのメルトインデックスを有する高密度ポリエチレンであった。
【００５１】
　表１は、実施例および比較例の紡糸条件を記載する。
【００５２】
【表１】

【００５３】
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　表２は、得られたフラッシュ紡糸プレキシフィラメント状シートの性質を記載する。比
較例７～９は、さらなる基本重量の値について標準化されたフラジール通気度および標準
化された水頭＠５０ｇｓｍを記載する。ＢＥＴ表面積は測定されなかった（ｎ．ｍ．）。
【００５４】
【表２】

【００５５】
　比較例のいずれも、表２の選択された比較基準に関して性能の独自の組合せを示す、本
発明の実施例の水頭性能を達成しなかった。
　次に、本発明の好ましい態様を示す。
　１．０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍの標準化されたフラジール通気度、
および１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化された水頭を有するプレキシフィラメン
ト状構造物を含むシート。
　２．本質的にポリエチレンからなる、上記１に記載のシート。
　３．前記プレキシフィラメント状構造物が少なくとも９ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有す
る、上記１に記載のシート。
　４．前記プレキシフィラメント状構造物が０．０９ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍ以下の標
準化されたフラジール通気度を有する、上記１に記載のシート。
　５．前記プレキシフィラメント状構造物が０．００７５ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍ以上
のフラジール通気度を有する、上記１に記載のシート。
　６．前記プレキシフィラメント状構造物が１６５～２０８センチメートル＠５０ｇｓｍ
の標準化された水頭を有する、上記１に記載のシート。
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　７．前記プレキシフィラメント状構造物が９～２５ｍ2／ｇｍのＢＥＴ表面積を有する
、上記６に記載のシート。
　８．前記プレキシフィラメント状構造物が９～２０ｍ2／ｇｍのＢＥＴ表面積を有する
、上記６に記載のシート。
　９．前記プレキシフィラメント状構造物が３０グラム／平方メートル以上の基本重量を
有する、上記１に記載のシート。
　１０．少なくとも１つのシートが上記１に記載のシートである２つ以上の複数のシート
を含む複数層構造物。
　１１．前記プレキシフィラメント状構造物が少なくとも９ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有
する、上記１０に記載の複数層構造物。
　１２．上記１に記載のシートから製造される熱により固化されたシート。
　１３．少なくとも１つのシートが上記１２に記載のシートである２つ以上の複数のシー
トを含む複数層構造物。
　１４．０．００２～０．２ｍ3／ｍ2．分＠５０ｇｓｍの標準化されたフラジール通気度
、９～２０ｍ2／ｇｍのＢＥＴ表面積、および１５０～２５０ｃｍ＠５０ｇｓｍの標準化
された水頭を有するプレキシフィラメント状ウェブを含むシート。
　１５．上記１４に記載のシートから製造される熱により固化されたシート。

【図１】
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